
令和８年度松山港利用促進インセンティブ補助金（荷主向け）交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 松山港における集荷を促進し、国際定期貨物航路網の維持及び拡充を図るこ

とにより、本県産業の国際化と地域経済の活性化に資するため、予算の範囲内にお

いて松山港利用促進インセンティブ補助金（以下「補助金」という。）を交付するも

のとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 国際定期貨物航路 本邦外に船積港又は陸揚港を有する船舶による物品運送の

ための海上航路で、船舶が同一の寄航港を経て月１回以上一定の日程表に従い松

山港に寄航するもの（運送途上で別の船舶に物品を積み替える場合を含む。）をい

う。 

(2) 荷主 国際海上物品運送法（昭和 32年法律第 172号）に基づき発行される船荷

証券に、松山港において船積みした運送品にあっては荷送人、陸揚げした運送品

にあっては荷受人として記載されている者をいう。ただし、当該荷主とは別に実

質的な荷送人又は荷受人がいる場合は、当該荷主からの書面による申出により、

実質的な荷送人又は荷受人を荷主とみなすことができる。 

 (3) コンテナ貨物 松山港で陸揚げ又は船積みした貨物用コンテナに積載された

運送品をいう。なお、コンテナ貨物の数量は、長さ 20フィートのコンテナ１個分

（以下「ＴＥＵ」という。）を１単位とする。(4) リーファーコンテナ 断熱材を

使ったコンテナの端壁部分に冷凍・冷蔵機を内蔵し、貨物の温度を一定に保つこ

とが出来る貨物用コンテナをいう。 

(5) 船社代理店 国際定期貨物航路を運航する船社と代理店契約等を締結し、松山

港において、船社に代わり、国際定期貨物航路に就航する船舶の入出港手続きや

各種サービスの手配、貨物の集荷、荷主への荷渡し等を行う事業者をいう。 

  

（補助対象期間） 

第３条 この補助金の対象となる期間は、令和８年３月１日から令和９年２月 28日ま

でとする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、補助対象期間内に国際定期貨物航路を利用して、コンテナ

貨物（以下、当該貨物を「補助対象コンテナ貨物」という。）を松山港で陸揚げ又は

船積みする事業とする。 

 

 



（補助対象者） 

第５条 補助対象者は、補助対象事業を行った荷主のうち、次の各号に掲げる要件を

満たす者とする。 

 (1) 日本国内に事業所を有し、継続的に事業活動を行う者。 

 (2) 松山港において、補助対象期間の補助対象コンテナ貨物数量を、前年度（令和

８年３月１日から令和９年２月 28日までの期間をいう。以下同じ。）同期間の補

助対象コンテナ貨物数量と輸出入別に比較し、増加させた者。 

 

（補助金の額及び補助の上限） 

第６条 補助金の額及び補助の上限は、別表第１のとおりとする。ただし、(1)と(2)

は併用不可とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、令和８年度松山港利

用促進インセンティブ補助金（荷主向け）交付申請書（様式第 1号）に会長が必要

と認める書類を添えて、令和９年２月 28日までに会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、前項による申請書を受理したときは、すみやかに申請書の内容が適当か

どうかについて、船社代理店に確認を求めることとする。 

３ 前項による確認を求められた船社代理店は、申請書の内容が適当か確認を行い、

会長に確認書を提出するものとする。 

４ 会長は、前項に規定する確認について、船社代理店により行うことが困難である

と判断する場合は、必要に応じて、申請者に対し直接申請内容の確認を行うものと

する。 

 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第８条 会長は、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定す

るとともに、補助金の額を確定し、その旨を申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第９条 前条の規定による通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金

の交付を受けようとするときは、令和８年度松山港利用促進インセンティブ補助金

（荷主向け）請求書（様式第２号）を会長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第 10条 会長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、補助金を交付するものとする。 

 

 （重複受給の禁止） 

第 11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするにあたり、補助対象事業の積



地港又は荷揚げ港が「台湾（基隆港、台中港、高雄港）」の場合、他港の類似事業によ

る補助金を受給することができない。 

 

（目的外使用の禁止） 

第 12条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。 

 

（指導監督） 

第 13条 会長は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の実

施に関して必要と認めたときは、補助事業者に対して、補助事業の内容、経理状況

等について説明を求め、帳簿書類等を検査し、又は必要な指示を行うことができる。 

 

（交付決定の取消等） 

第 14条 会長は、補助事業者が次の号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

の交付決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金

が交付されているときは、会長は、その全部又は一部の返還を命じるものとする。 

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき 

(2) この要綱により会長に提出した書類に偽りの記載があったとき 

(3) その他補助事業の執行について不正の行為があったとき 

 

（補助金に係る経理） 

第 15条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿

を備え、その収支を明らかにしなければならない。 

２ 補助事業者は、前項に規定する帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業終了の

年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない 

（その他） 

第 16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年７月６日から施行する。 

 



別表第１（第６条関係） 

補助金 (1) 輸出貨物拡大支援事業 (2) 輸入貨物拡大支援事業 

貨 物 コンテナ 同左 

補 助 
対 象 

松山港利用輸出貨物量の前年度比増加量 松山港利用輸入貨物量の前年度比増加量 

補助額 

増加 1TEU につき 15,000 円  増加 1TEU につき 10,000 円 

【加算項目】 
・新規利用の場合（※） 
 1TEU につき 15,000 円加算 
・リーファーコンテナ利用の場合 
 1TEU につき 20,000 円加算 
※新規利用は下記条件を全て満たす場合 

・前年度に松山港での取扱貨物利用がないこと 

・過去に本補助金の交付実績がないこと 

同左 

補 助 
上 限 

一荷主当たり 50TEU 
（リーファー加算 10TEU）  

同左 

※(1)、(2)は選択制（併用不可） 

 


